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製造業生産性向上支援補助金要綱 

 

（通則） 

第１条 製造業生産性向上支援補助金（以下「補助金」という。）の交付については、この要

綱に定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている製造事業者が、ポ

ストコロナ社会への対応を見据え、生産性向上のために導入する生産工程の効率化、IoT

化・DX化等、作業環境の改善に係る機器・設備類に係る費用の一部を補助し、ものづくり

産業の持続的発展に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 製造業 日本標準産業分類（平成２６年４月１日施行）に定める製造業をいう。 

⑵ みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者 

ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の２分１以上を同の一大企業が所有してい

る企業 

イ 発行済株式の総数または出資金額の３分２以上を大企業が所有している企業 

ウ 大企業の役員または職を兼ねている者が、役員総数の２分１以上を占めている企業 

（補助基準） 

第４条 この要綱に基づく補助対象となる事業及び補助を受けることができる者（以下「補

助対象者」という。）、補助対象期間、補助対象経費、補助率、補助限度額等に関する諸事

項については、別表１「補助基準」に掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定に関わらず補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で交付する。 

（事前相談） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、製造業生産性向上支援補助金事

前相談概要（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市が指定する支援機関に提出し、事

業に関する事前の相談を行わなければならない。 

⑴ 製造業設備導入等事業計画が分かる書類 

⑵ 会社概要を明らかにした書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者は、申請期間中に、製造業生産性向上支援補助

金交付申請書（第２号様式。以下「交付申請書」という。）に別表２「交付申請及び事業実

績報告手続きに必要な添付書類」（以下「添付書類」という。）に掲げる書類を添え、市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず、市長は予算の範囲内で申請期間以外にも別に期間を定め、交付
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申請書の提出を受け付けることができる。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付する

ことが適当であると認めたときは製造業生産性向上支援補助金交付決定通知書（第３号様

式。以下「交付決定通知書」という。）により、又、不適当であると認めたときは製造業生

産性向上支援補助金不交付決定通知書（第４号様式）により、それぞれ申請者に対し通知

するものとする。 

（補助事業の内容変更等） 

第８条 前条の規定による交付決定通知書の送付を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、当該交付決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更（廃止を含む。以

下次項において同じ。）しようとするときは、あらかじめ、製造業生産性向上支援補助金事

業計画変更承認申請書（第５号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

ただし、次の各号に掲げる軽微な変更については、この限りでない。 

(1) 補助対象経費のうち、当初計画の各経費区分において１０％以内の額を増額するもの 

(2) 補助対象経費を減額するもの 

(3) 経費の目的を実質的に変更するものでないもの 

(4) 補助目的及び事業内容に影響しない程度の事業計画の細部に関するもの 

２ 市長は、前項の規定により、補助事業の内容の変更を承認したときは、製造業生産性向

上支援補助金変更承認及び変更後交付決定通知書（第５号様式の２）により補助事業者に

通知するものとする。 

（事業実施の報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、製造業生産性向上支援補助

金事業実績報告書（第６号様式。以下「実績報告書」という。）に別表２「添付書類」に掲

げる書類を添え、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による事業実績の報告を受けたときは、提出書類の審査又は必要に

応じて行う調査等により、報告内容の確認等を行い、交付確定額を製造業生産性向上支援

補助金交付確定通知書（第７号様式）により補助事業者に対して通知するものとする。 

（補助金の交付請求及び交付） 

第１０条 前条第２項の規定により交付確定額の通知を受けた補助事業者は、製造業生産性

向上支援補助金交付請求書（第８号様式。以下「交付請求書」という。）を市長に提出し、

補助金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の交付請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交

付するものとする。 

（開発状況等の調査等） 

第１１条 市長は、必要があると認めたときは、第６条の規定により交付申請書の提出を行

った者に係る補助対象事業の実施状況等を調査し、又は報告を求めることができる。 

２ 市長は、前項に規定する者に係る補助対象事業を支援するため、必要な助言又は指導を
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行うことができる。 

（交付決定の取消又は補助金の返還等） 

第１２条 市長は、補助事業者が、次の各号に該当すると認めたときは、補助金の交付決定

の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命

ずることができる。 

(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定の内容に違反したとき 

(2) 虚偽の申請若しくは報告、又は不正な行為により、補助金の交付を受けたとき 

(3) 補助事業の内容変更により補助金の交付額を変更したとき（第 8条第 1項に規定する

場合を除く。） 

(4) 補助事業を取り止めたとき 

(5) 尼崎市暴力団排除条例に規定する第２条第２項から第４項に該当するとき 

(6) 暴力団等の利益になるとき 

(7) その他市長が特に必要と認めたとき 

２ 前項（第３号及び第４号を除く。）の規定により補助金の交付決定を取り消され、又は補

助金の返還を命ぜられた者に対しては、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度以降、補

助金の交付は行わないものとする。 

（関係書類の整備等） 

第１３条 補助事業者は、当該補助事業に係る書類のほか、補助金についての経理を明らか

にする書類、帳簿等を常に整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年

間保存しなければならない。 

２ 市長は、補助事業完了後も補助事業者に対し必要な指示を行い、または報告を求めるこ

とができる。 

（財産の管理等） 

第１４条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を

もって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え管理しなければなら

ない。 

３ 市長は、補助事業者が減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）で定める期間内において、取得財産等を処分することにより収入があり、又

はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができ

る。 

（成果の発表） 

第１５条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果を当該補助事業者に発表さ

せることができる。 

（遵守事項） 

第１６条 補助事業者は、交付申請書および実績報告書に記載した事業内容の達成状況につ
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いて市長の求めに応じて報告しなければならない。 

（実施の細目） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、主管局長

が別に定める。 

付 則 

（実施期日） 

１ この要綱は令和４年５月１日から実施する。 
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別表１ 補助基準 

⑴補助対象事業 

 

 「⑵補助対象者」に該当する事業者が実施する、製造工程の効率化、短縮

化、作業環境の改善により生産性の向上に資する設備類の導入に係る事業と

する。 

⑵補助対象者 次の各号のいずれにも該当する事業者とする。 

➀ 市内に事業所を有する製造業を営む事業者であること 

 ② 中小企業基本法第 2条第 1項に規定する中小企業者（個人事業主含む） 

 ③ 市税の滞納がない事業者であること 

➃ 過去にこの補助金の交付を受けたことがない事業者であること 

 ⑤ みなし大企業でないこと 

⑶補助対象期間 令和４年 4月１日から令和５年 2月 28日までの期間とする。 

⑷補助対象経費  自社所有又は賃借している市内の工場等に導入するもので、次に示す機器・

設備等の導入に係る経費（※消費税及び地方消費税に相当する額を除く） 

A 生産工程の効率化、IoT化・DX化に要する経費  

➀機械装置：NC 加工機・ロボットの導入、 

3DCAD・3Dスキャナ 

既存機器設備のデジタル化（改造含む） など 

②ソフトウェア：CAD/CAM/CAE、専ら導入する CAD等の作業に供す 

るパソコン、モニタ、プリンタなど 

※製造工程に係るものに限り、労務管理・財務会計等を除く。 

③製造機器設備のネットワーク化:製造加工機器設備の稼働監視に係るシス

テムなど 

 

B 空調・高機能換気設備に関する経費  

製造現場に導入する空調設備、高機能換気設備の設置に係る経費 

※高機能換気設備：熱交換機能を有する吸排気装置・設備 

 

C A・B 共通経費  

➀外注費：機器等の運送費・設置費、付属設備の改修費・工事費等 

②老朽化による買換え、更新は不可 

⑸補助率及び 

補助金額 

◆補助率  

補助対象経費の２/３以内 

◆補助金額 

 ２００万円（上限）※千円未満切り捨て 
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別表２ 交付申請及び事業実績報告手続きに必要な添付書類 

交付申請時 実績報告時 

(1) 事業計画書及び誓約書 

(2) 収支予算書 

(3) 市が指定する支援機関の意見書 

(4) 設置する設備等の明細書及び取得（予

定）価格を明らかにする書類（見積書等） 

(5) 設置する設備等の製品カタログ等 

(6) 工場等の現況写真 

(7) 会社概要を明らかにした書類(資本金、

従業員数、事業内容等がわかるもの) 

(8) 定款の写し 

(9) 履歴事項全部証明書の写し（法人の場合

のみ、申請日前６ヶ月以内に発行された

もの） 

(10)運転免許証・マイナンバーカード等本人 

確認書類の写し（個人事業主のみ。但し、

住民票の写しを提出する場合は、申請日

前６ヶ月以内に発行されたもの） 

(11)市税に滞納がないことの証明書の写し

(申請日前６ヶ月以内に発行されたもの) 

(12)その他市長が必要と認める書類 

 

 

(1) 事業実績書 

(2) 収支決算書 

(3) 収支を証明する書類（領収書等） 

(4) 設備等の設置状況の写真 

(5) その他市長が必要と認める書類 

 


